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１． 令和３年度の指定申請等の取り扱いについて 
 
（１）令和３年度福祉・介護職員処遇改善計画書 

   令和３年度福祉・介護職員等特定処遇改善計画書 

 

原則の取り扱い 

   ４月から処遇改善加算を取得しようとする場合は、加算を取得する年度の前年度の２月末

日までに処遇改善計画書等を提出。 

   

  令和３年４月の取り扱い 

   今般、事務処理簡素化の観点から、福祉・介護職員処遇改善計画書と福祉・介護職員等特

定処遇改善計画書の様式が統合されるなどの所要の見直しが行われたことに伴い、令和３

年４月の特例として、令和３年４月 15 日（木）までに処遇改善計画書等を提出することで、

令和３年４月からの加算の算定を可能とする取り扱いとします。 

 

  提出先 

   島根県健康福祉部障がい福祉課自立支援給付グループ 

〒690-8501 松江市殿町１番地（県庁第２分庁舎１階） 

TEL:0852-22-5239 

 ※事業所等の所在地に関わらず障がい福祉課へ提出してください。 

   

（２）令和３年４月及び５月の報酬算定に係る届出 

   令和３年４月の障害福祉サービス等報酬改定に伴い、４月及び５月分の報酬算定に係る「介

護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」及び「障害児通所（入所）給付費等算定に

係る体制等に関する届出書」の提出期限は、令和３年４月２０日（火）までとします。 

   ※提出の際には、４月算定分と５月算定分は分けて提出してください。 

   ※令和３年６月算定分以降は通常どおりの提出期限となります。 

    ・算定される単位数が増えるもの：前月 15 日まで 

    ・算定される単位数が減るもの ：事実が発生し次第速やかに 

 

２．加算算定等に係る事業所台帳情報参照機能について 

  

平成 30 年４月から電子請求受付システムに事業所台帳情報参照機能が追加されたことに伴い、

加算等の届出に係る受理通知書の発行はしないこととしました。各事業所の加算等の届出状況は

適宜電子請求受付システムからも確認できます。 

 
※事業所台帳参照機能については別紙参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定申請等に係る留意事項について 
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３．指定申請・報酬算定等に係る問い合わせについて 

  

事業所指定や報酬算定等に関してのお問い合わせは照会の趣旨や内容等を正確に把握するため、

質問票に質問内容をご記入いただき、ＦＡＸにてご照会下さいますようお願いします。 

お問い合わせの際は事前に事業者ハンドブックや関係通知等をご確認いただき、その上で不明

な点がある場合にご照会下さいますよう、よろしくお願いします。 

 

質問票様式掲載 URL： 

http://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/syougai/jigyousya/syoukai.html 
 

 指定申請・報酬算定等の提出、問合せ先 

 【県東部及び隠岐郡に所在する事業所等】 

島根県健康福祉部障がい福祉課自立支援給付グループ 

〒690-8501 松江市殿町１番地（県庁第２分庁舎１階） 

TEL:0852-22-5239,5327 FAX:0852-22-6687 

 

【県西部に所在する事業所等】 

島根県健康福祉部地域福祉課石見指導監査室 

〒697-0041 浜田市片庭町 254 番地（浜田合同庁舎別館３階） 

TEL:0855-29-5645 FAX:0855-29-5547 

 ※福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算は除く 

 

４．放課後等デイサービス及び児童発達支援ガイドラインに基づく自己評価及び公表

について（自己評価結果等未公表減算） 

 
 放課後等デイサービス及び児童発達支援事業所においては、ガイドラインに基づいた自己評価

の実施が義務付けられております。評価結果及び改善の内容をおおむね１年に１回以上公表して

ください。 

 自己評価の実施及び公表を行っていない事業所におかれましては、３月３１日（水）までに必

ず実施公表の上、公表内容を県のホームページに掲載されている「自己評価結果報告書」ととも

にＦＡＸまたはメールにて島根県障がい福祉課まで提出してください（松江市内の事業所を除く）。 

 提出がない場合は、自己評価結果等未公表減算として令和３年４月分の報酬請求から算定され

る単位数が所定単位数の１００分の８５となりますので、ご注意ください。 

※令和２年５月１日以降に新規指定を受けた事業所については、指定を受けてから１年以内に別

途届出を行ってください。届出がない場合は、指定を受けた後１年を経過した月から減算とな

りますのでご注意ください。 

※松江市内の放課後等デイサービス及び児童発達支援事業所は松江市に提出してください。 

 

５．その他 
 

○届出時期と算定月の基本的な考え方について 

  届出に係る加算等について、単位数が増えるものについては、届出が毎月 15 日以前にされた 

場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から算定できます。 

 
○年度替わりの人事異動等に伴う変更届の提出について 

  管理者、サービス管理責任者等に変更があった場合等は、変更のあった日から 10 日以内に変

更届を提出する必要がありますのでご注意ください。 

  

○利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出について 

  対象期間を令和３年４月からとする場合、令和３年３月末日までに届出が必要となりますの
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でご注意ください。（※特例の内容については別紙参照） 

 

○障害福祉サービス等情報公表制度について 

  平成 30 年４月から利用者のより良いサービス選択に資するため、情報公表制度が運用開始さ

れました。情報の報告は事業者の義務となりますので、制度の趣旨をご理解いただき必要な

情報の報告をお願いいたします。 
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【県東部・隠岐郡に所在する事業所等】 

島根県障がい福祉課 行（添書不要）  ＦＡＸ（０８５２）２２－６６８７ 

障がい福祉サービス等に関する質問票 

事 業 所 名  

担 当 者 名  質 問 日 令和  年  月  日 

電 話 番 号 （   ）  － ＦＡＸ番号 （   ）  － 

 

サービス種別 

（該当するものに

チェックを入れて

ください。） 

《障害者総合支援法》 

 □居宅介護 □重度訪問介護 □同行援護 □行動援護 □療養介護 
 □短期入所 □生活介護 □就労継続支援Ａ型 □就労継続支援Ｂ型 
 □就労移行支援 □就労定着支援 □自立訓練（機能訓練）□自立訓練

（生活訓練） □自立生活援助 □施設入所支援 □共同生活援助  
□障害者支援施設 □一般相談支援（地域移行支援、地域定着支援）  

 
《児童福祉法》 

 □児童発達支援 □居宅訪問型児童発達支援 □放課後等デイサービス 

□保育所等訪問支援 □福祉型障害児入所施設 □医療型障害児入所施

設 
《その他》 

 （                            ） 

 

質 問 項 目  

質 問 内 容  

※質問は１枚につき１項目としてください。 
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【県西部に所在する事業所等】 

 

島根県地域福祉課石見指導監査室 行（添書不要）  

                   ＦＡＸ（０８５５）２９－５５４７ 

障がい福祉サービス等に関する質問票 

事 業 所 名  

担 当 者 名  質 問 日 令和  年  月  日 

電 話 番 号 （   ）  － ＦＡＸ番号 （   ）  － 

 

サービス種別 

（該当するものに

チェックを入れて

ください。） 

《障害者総合支援法》 

 □居宅介護 □重度訪問介護 □同行援護 □行動援護 □療養介護 

 □短期入所 □生活介護 □就労継続支援Ａ型 □就労継続支援Ｂ型 

 □就労移行支援 □就労定着支援 □自立訓練（機能訓練）□自立訓練

（生活訓練） □自立生活援助 □施設入所支援 □共同生活援助  

□障害者支援施設 □一般相談支援（地域移行支援、地域定着支援）  

 
《児童福祉法》 

 □児童発達支援 □居宅訪問型児童発達支援 □放課後等デイサービス 

□保育所等訪問支援 □福祉型障害児入所施設 □医療型障害児入所施

設 

《その他》 

 （                            ） 

 

質 問 項 目  

質 問 内 容  

※質問は１枚につき１項目としてください。 
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令和２年度障がい福祉サービス事業所等実地指導の実施状況について 

島根県障がい福祉課 

１．実施時期 

令和２年９月～令和２年１２月 

 

２．実施事業所等数 

  指定障害者支援施設、指定障害福祉サービス事業所及び指定一般相談支援事業所 

  ６３ヵ所 

  指定障害児入所施設、指定障害児通所支援事業所 

  ２５ヵ所 

 

３．指摘件数 

【指定障害者支援施設、指定障害福祉サービス事業所及び指定一般相談支援事業所】 

文書、口頭指摘数 ２６４件 

 

＜指摘内訳＞ 

（１）運営に関する基準：２４３件（９２％） 

「内容及び手続の説明及び同意」 

・重要事項説明書に必要な事項の記載がない。 

  （必要な事項：運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の

体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況等） 

「契約支給量（契約内容）の報告等」 

 ・サービスの内容、契約支給量等を受給者証に記載がない。 

 ・契約をした際（変更、終了を含む）に、受給者証記載事項等を市町村に報告していな

い。 

「サービス提供の記録」 

・サービス提供の記録が提供の都度作成されておらず、利用者の確認を受けていない。 

 ・利用者の日々の様子、特記事項等が記録されていない。 

「計画の作成（書類の交付）」 

 ・個別支援計画の原案、作成に係るモニタリングの記録、会議の記録が作成されていな

い。 

「工賃の支払・賃金」 

 ・工賃規程に沿って工賃が支払われていない。 

 ・工賃の算出根拠が明らかでない。 

「勤務体制の確保」 

 ・従業者の資質向上のための研修の機会が確保されていない。 

 ・就業規則に休暇に関する事項について定められていない。 

「非常災害対策」 

・消防計画で定めた回数の避難訓練が実施されていない。 

・緊急時対応マニュアルが作成されていない。 

「虐待の禁止」 

 ・虐待防止委員会や虐待に関する研修の実施記録が残されていない。 
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（２）給付費の算定及び取扱い：１３件（５％） 

「基本報酬」 

・サービス提供を行っていない日に給付費が請求されていた。【過誤調整】 

「各種加算」 

・福祉専門職員配置等加算の算定要件を満たしていない期間があった。【過誤調整】 

・送迎加算（Ⅰ）の算定にあたり、算定要件（１回の送迎で平均１０名以上）を満たして 

いない。【過誤調整】 

・入院時支援特別加算の算定にあたり、訪問実績が確認できる記録がなかった。【過誤調

整】 

 ・入院・外泊時加算、欠席時対応加算の算定にあたり、行った相談援助等の記録が不十分。 

 

（３）変更の届出：７件（２％）（障害者総合支援法第 46 条） 

 ・運営規程に記載されている内容に変更が生じているが、届出がされていない。 

 ・サービス管理責任者が変更になったことに伴う届出がされていない。 

 

（４）人員に関する基準：１件（１％） 

・人員基準上に必要な職員が不足していた。【過誤調整】 

 

【指定障害児入所施設、指定障害児通所支援事業所】 

文書、口頭指摘数 ８３件 

 

＜指摘内訳＞ 

（１）運営に関する基準：７１件（８６％） 

「内容及び手続の説明及び同意」 

・重要事項説明書に必要な事項の記載がない。 

  （必要な事項：運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の 

体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況等） 

・令和元年 10 月 1 日に施行された「就学前障がい児の発達支援の無償化」の制度が、利 

用契約書及び重要事項説明書にその内容が反映されていない。 

「契約支給量（契約内容）の報告等」 

 ・サービスの内容、契約支給量等を受給者証に記載がない。 

・契約をした際（変更、終了を含む）に、受給者証記載事項等を市町村に報告していな 

い。 

「サービス提供の記録」 

・利用日毎に保護者の確認を受けていない。 

「計画の作成（書類の交付）」 

・個別支援計画の原案、作成に係るモニタリングの記録、会議の記録が作成されていない。 

「勤務体制の確保」 

 ・従業者の資質向上のための研修の機会が確保されていない。 

 ・就業規則に休暇に関する事項について定められていない。 

「非常災害対策」 

・原子力災害への対応マニュアルが整備されていない。 

「掲示」 

・運営規程の概要等が保護者の見やすいところに掲示されていない。 
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「虐待の禁止」 

 ・虐待防止に関する研修が実施されていない。 

・虐待防止のためのガイドラインが作成されていない。 

・虐待防止責任者が設置されていない。 

 

（２）給付費の算定及び取扱い：１０件（１２％） 

「基本報酬」 

・サービス提供を行っていない日に給付費が請求されていた。【過誤調整】 

「各種加算」 

・児童指導員等加配加算（Ⅰ）について理学療法士等の区分で算定できない月に算定して

いた。【過誤調整】 

・関係機関連絡加算（Ⅰ）について、学校主催の会議に参加した際に算定していた。【過

誤調整】 

 

（３）人員に関する基準：２件（２％） 

・人員基準上に必要な職員が不足していた日があった。 
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り

、
自

ら
の

強
み

を
確

認
し

、
ま

た
抱

え
る

課
題

を
具

体
的

に
把

握
す

る
こ

と
で

、
サ

ー
ビ

ス
の

質
の

向
上

を
図

る
こ

と

（
２

）
利

用
者

へ
の

情
報

提
供

評
価

結
果

を
公

表
す

る
こ

と
に

よ
り

、
利

用
者

が
自

分
の

ニ
ー

ズ
に

適
し

た
事

業
者

を
選

択
す

る
た

め
の

有
効

な
情

報
を

提
供

す
る

こ
と

4
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第
三

者
評

価
の

対
象

と
な

る
福

祉
サ

ー
ビ

ス

本
県

で
は

、
社

会
福

祉
法

の
第

一
種

及
び

第
二

種
の

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
う

ち
、

下
記

の
福

祉
サ

ー
ビ

ス

5 高
齢

者
・
養
護
老
人
ホ

ー
ム

・
軽

費
老
人

ホ
ー
ム
（

ケ
ア
ハ
ウ
ス
）

・
特
別
養
護
老

人
ホ
ー

ム
・
介
護
保
険
法

に
定
め

る
施

設
サ
ー

ビ
ス
、

居
宅

サ
ー
ビ
ス

、
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
、
地

域
密

着
型

サ
ー

ビ
ス
、
居
宅

介
護

支
援
の
施

設
・
事
業
所

児
童

★
児
童
養
護
施

設
★

母
子

生
活

支
援
施

設
★
乳
児
院

★
児
童
心
理
治

療
施
設

★
児

童
自

立
支
援
施

設
・
保
育
所

・
認
定
こ
ど
も

園
(
幼
稚

園
型

を
除
く

)
・
自
立

援
助
ホ
－
ム

・
児
童
地
域
型

保
育
事

業
所

〔
★
社
会
的
養

護
施
設

（
義

務
）
〕

障
が

い
・
福
祉
型
障
害

児
入
所

施
設

・
医

療
型
障
害

児
入
所
施
設

・
障
害
児
通
所

支
援
事

業
所

・
障

害
者
支
援

施
設

・
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス

事
業

所

保
護

・
救
護
施
設
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島
根

県
（

推
進

組
織

）
の

役
割

≪
島

根
 
≫

①
第

三
者

評
価

事
業

の
企

画
立

案
②

評
価

機
関

の
育

成
及

び
認

証
③

評
価

基
準

の
作

成
及

び
評

価
手

法
の

開
発

④
評

価
結

果
の

公
表

等
⑤

評
価

調
査

者
の

養
成

⑥
第

三
者

評
価

事
業

に
関

す
る

情
報

公
開

⑦
第

三
者

評
価

事
業

の
苦

情
解

決
⑧

福
祉

サ
ー

ビ
ス

第
三

者
評

価
事

業
の

普
及

啓
発

等

≪
福

祉
サ

ー
ビ

ス
第

三
者

評
価

推
進

委
員

会
≫

学
識

経
験

者
、

福
祉

サ
ー

ビ
ス

利
用

者
を

代
表

す
る

者
及

び
事

業
者

を
代

表
す

る
者

に
よ

り
構

成
し

、
第

三
者

評
価

事
業

推
進

の
た

め
の

審
議

（
評

価
機

関
の

認
証

、
評

価
基

準
の

作
成

、
第

三
者

評
価

事
業

の
普

及
啓

発
等

）
を

行
う

。

7
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関
連

各
制

度
の

違
い

福
祉
サ
ー
ビ
ス
第
三
者
評

価
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
外

部
評
価

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の

公
表
制
度

目
的

サ
ー
ビ
ス
の
質
向
上
と
情

報
提
供

サ
ー

ビ
ス
の

質
向

上
と
情

報
提

供
利

用
者
の
サ

ー
ビ
ス
選

択
に
資
す
る

情
報
の
提

供

実
施
者

県
の
認
証
を
受
け
た
民
間

の
評
価
機
関

県
の

選
定
を

受
け

た
民
間

の
評

価
機
関

行
政

実
施
義
務

原
則
任
意

義
務
（

原
則

年
１
回
）

義
務
（
調

査
は
必
要
に

応
じ
随
時
）

特
徴

受
審
は
任
意
、
事
業
者
が

評
価
機
関
を
選
択

・
認

知
症
高

齢
者

グ
ル
ー

プ
ホ

ー
ム
を

対
象

・
自

己
評
価

と
外

部
評
価

・
客
観
性
の

高
い
基

本
・
運
営
情

報
を
提
供

す
る

・
内
容
の
評

価
は
行
わ

な
い

公
表

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧
可

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

で
閲
覧
可

ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
閲
覧

可

8
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島
根

県
の

評
価

機
関

（
令

和
３

年
３

月
１

日
現

在
）

評
価

機
関

の
名

称
所

在
地

認
証

年
月

日
認

証
有

効
期

間

(
有
）
保
健
情
報
ｻ
ｰ
ﾋﾞ
ｽ

鳥
取
県

米
子
市

Ｈ
１
７
．

９
．
１

Ｒ
５
．

８
．
３
１

（
有
）
ケ
ア
オ
フ

ィ
ス

浜
田
市

Ｈ
１
７
．

９
．
１

Ｒ
５
．

８
．
３
１

特
定
非
営
利
活
動

法
人

メ
イ
ア
イ
ヘ
ル
プ

ユ
ー

東
京
都

品
川
区

Ｈ
２
９
．

１
．
２
５

Ｒ
５
．

１
．
２
４

特
定
非
営
利
活
動

法
人

あ
い
お
ら
い
と

鳥
取
県

鳥
取
市

Ｒ
１
．
６

．
４

Ｒ
４
．

６
．
３

（
株
）
評
価
基
準

研
究
所

東
京
都

千
代
田
区

Ｒ
２
．
４

．
１
３

Ｒ
５
．

４
．
１
２

9
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近
年

の
受

審
状

況
年

度
施

設
名

（
所

在
地

）
Ｈ

２
５

児
童

心
理

療
育

セ
ン

タ
ー

み
ら

い
（

出
雲

市
）

聖
 

寮
（

浜
田

市
）

仁
摩

保
育

所
（

大
田

市
）

Ｈ
２

６
わ

か
た

け
学

園
（

松
江

市
）

東
光

学
園

（
松

江
市

）
安

来
学

園
（

安
来

市
）

双
樹

学
院

（
松

江
市

）
清

風
園

（
大

田
市

）

Ｈ
２

７
ふ

た
ば

保
育

所
（

安
来

市
）

松
江

赤
十

字
乳

児
院

（
松

江
市

）

Ｈ
２

８
出

雲
聖

母
マ

リ
ア

園
(出

雲
市

)

安
来

市
立

赤
江

保
育

所
（

安
来

市
）

東
保

育
所

（
邑

南
町

）
い

わ
み

西
保

育
所

（
邑

南
町

）
聖

 
寮

（
浜

田
市

）
児

童
心

理
療

育
セ

ン
タ

ー
み

ら
い

（
出

雲
市

）

10

Ｈ
２
９

わ
か
た
け
学

園
（
松
江
市
）

し
ら
さ

ぎ
苑

（
安
来
市
）

ひ
ま
わ

り
園

本
館
[
従
来
型
]
（
出
雲
市
）

ひ
ま
わ

り
園

新
館
[
ユ
ニ
ッ
ト
型
]
 
（
出
雲
市
）

ひ
ま
わ

り
園

短
期
入
所
生
活
介
護
（
出
雲
市
）

ひ
ま
わ

り
園

ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（
出
雲
市
）

ひ
ま
わ

り
園

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
（
出
雲
市
）

み
の

る
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
（
出
雲
市
）

ひ
ま
わ

り
園

介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
（
出
雲
市
）

ナ
ー
シ

ン
グ

セ
ン
タ
ー
ひ
ま
わ
り
（
出
雲
市
）

ナ
ー
シ

ン
グ

セ
ン
タ
ー
ひ
ま
わ
り
[
通
所
リ
ハ
ビ
リ
]

（
出
雲
市
）

ナ
ー
シ

ン
グ

セ
ン
タ
ー
ひ
ま
わ
り
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

（
出
雲
市
）

ひ
ま
わ

り
第

１
保
育
園
（
出
雲
市
）

ひ
ま
わ

り
第

２
保
育
園
（
出
雲
市
）

古
志
ひ

ま
わ

り
保
育
園
（
出
雲
市
）

安
来
学

園
（

安
来
市
）

島
根
東

光
学

園
（
松
江
市
）

双
樹
学

院
（

松
江
市
）
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近
年

の
受

審
状

況
11

Ｈ
２
９

松
江
保
育
所
（
松
江
市
）

隠
岐
共
生
学
園
第
二
保
育
所
（
隠
岐
の
島
町
）

隠
岐
共
生
学
園
第
二
夜
間
保
育
所
（
隠
岐
の
島
町
）

Ｈ
３

０
さ

く
ら

こ
ど

も
園

（
江

津
市

）

あ
さ

り
こ

ど
も

園
（

江
津

市
）

安
来

市
養

護
老

人
ホ

ー
ム

鴨
来

荘
（

安
来

市
）

老
人

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

セ
ン

タ
ー

希
望

の
郷

（
邑

南
町

）

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
し

お
さ

い
（

大
田

市
）

短
期

入
所

生
活

介
護

事
業

所
し

お
さ

い
（

大
田

市
）

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
し

お
さ

い
新

館
（

大
田

市
）

短
期

入
所

生
活

介
護

事
業

所
し

お
さ

い
新

館
（

大
田

市
）

Ｒ
１

仁
摩

保
育

園
（

大
田

市
）

②

し
ら

さ
ぎ

苑
ホ

ー
ム

ヘ
ル

パ
ー

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

（
安

来
市

）

し
ら

さ
ぎ

苑
第

2デ
イ

サ
ー

ビ
ス

セ
ン

タ
ー

（
安

来
市

）

せ
せ

ら
ぎ

の
里

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

セ
ン

タ
ー

よ
し

だ
（

安
来

市
）

し
ら

さ
ぎ

苑
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
セ

ン
タ

ー
（

安
来

市
）

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
事

業
所

ほ
ほ

え
み

（
大

田
市

）

け
い

し
ょ

う
保

育
園

（
海

士
町

）

養
護

老
人

ホ
ー

ム
香

梅
苑

（
邑

南
町

）

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
ま

が
た

ま
（

松
江

市
）

サ
ポ

ー
ト

セ
ン

タ
ー

ま
が

た
ま

（
松

江
市

）

施
設

入
所

支
援

障
が

い
者

支
援

施
設

ま
が

た
ま

（
松

江
市

）

生
活

介
護

障
が

い
者

支
援

施
設

ま
が

た
ま

（
松

江
市

）

行
動

支
援

障
が

い
者

支
援

施
設

ま
が

た
ま

（
松

江
市

）

短
期

入
所

事
業

所
ま

が
た

ま
（

松
江

市
）

放
課

後
等

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

ま
が

た
ま

（
松

江
市

）

た
い

し
ゃ

保
育

園
（

出
雲

市
）
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Ｒ
１

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

セ
ン

タ
ー

こ
と

ひ
め

（
大

田
市

）

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

セ
ン

タ
ー

む
つ

み
（

大
田

市
）

杵
束

保
育

園
（

浜
田

市
）

聖
 

寮
（

浜
田

市
）

平
田

西
保

育
園

（
出

雲
市

）

児
童

心
理

療
育

セ
ン

タ
ー

み
ら

い
（

出
雲

市
）

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
伯

寿
の

郷
従

来
型

（
安

来
市

）

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
伯

寿
の

郷
ユ

ニ
ッ

ト
型

（
安

来
市

）

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
伯

寿
の

郷
短

期
入

所
（

安
来

市
）

Ｒ
２

島
根

県
立

わ
か

た
け

学
園

（
松

江
市

）

ソ
レ

イ
ユ

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

セ
ン

タ
ー

あ
ら

し
ま

（
安

来
市

）

幼
保

連
携

型
認

定
こ

ど
も

園
ふ

た
ば

こ
ど

も
園

（
安

来
市

）

し
ら

さ
ぎ

苑
在

宅
介

護
支

援
セ

ン
タ

ー
（

安
来

市
）

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
桃

源
の

家
（

邑
南

町
）

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
桃

源
の

家
短

期
入

所
（

邑
南

町
）

12
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第
三

者
評

価
を

受
け

た
こ

と
に

よ
り

、
保

護
者

の
方

の
思

い
を

知
る

事
が

で
き

、
園

全
体

と
し

て
は

勿
論

の
事

、
職

員
自

身
自

分
を

振
り

返
る

こ
と

が
で

き
ま

し
た

。
保

育
園

側
で

は
理

解
し

て
い

た
だ

い
て

い
る

と
思

っ
て

い
る

こ
と

が
、

実
は

一
方

通
行

の
面

も
あ

り
、

保
育

内
容

や
計

画
を

よ
り

わ
か

り
や

す
く

伝
え

て
い

く
よ

う
な

環
境

を
工

夫
し

改
善

に
繋

げ
た

い
と

思
い

ま
す

。
特

に
、

「
幼

児
期

の
終

わ
り

ま
で

に
育

っ
て

ほ
し

い
１

０
の

姿
」

に
つ

い
て

は
、

し
っ

か
り

と
し

た
計

画
を

立
案

、
実

践
し

、
言

語
や

写
真

等
で

具
体

的
に

知
ら

せ
、

質
の

高
い

保
育

の
実

践
に

努
め

た
い

と
思

い
ま

す
。

当
施

設
も

高
齢

化
と

重
度

化
に

よ
り

介
護

サ
ー

ビ
ス

が
必

要
な

入
所

者
が

年
々

増
加

し
て

お
り

ま
す

。
施

設
の

性
質

上
、

介
護

が
必

要
な

入
所

者
を

想
定

し
た

構
造

で
は

な
い

点
、

そ
れ

に
加

え
老

朽
化

や
狭

隘
な

居
室

環
境

の
な

か
、

限
ら

れ
た

職
員

で
の

対
応

、
職

員
の

介
護

技
術

不
足

も
あ

り
、

様
々

な
ニ

ー
ズ

に
対

応
し

た
サ

ー
ビ

ス
提

供
を

行
う

に
は

限
界

を
感

じ
て

い
る

と
こ

ろ
で

す
。

し
か

し
、

法
人

の
理

念
の

も
と

入
所

者
の

皆
様

が
笑

顔
で

生
活

し
て

頂
け

る
よ

う
、

高
品

質
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

を
目

指
し

、
職

員
は

日
々

努
力

し
て

お
り

ま
す

。
今

回
、

第
三

者
評

価
を

受
審

し
、

日
頃

の
サ

ー
ビ

ス
を

評
価

し
て

頂
き

、
出

来
て

い
る

点
、

ま
だ

ま
だ

至
ら

ぬ
点

が
は

っ
き

り
理

解
で

き
ま

し
た

。
今

後
の

サ
ー

ビ
ス

向
上

に
向

け
て

取
り

組
む

べ
き

指
標

が
見

え
て

き
た

よ
う

に
思

い
ま

す
。
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第
三

者
評

価
の

受
審

を
通

し
て

、
職

員
一

人
ひ

と
り

が
日

頃
の

保
育

活
動

を
振

り
返

る
良

い
機

会
と

な
り

ま
し

た
。

普
段

の
取

り
組

み
が

、
外

部
評

価
で

可
視

化
さ

れ
る

こ
と

に
よ

り
、

「
園

の
特

色
」

を
は

っ
き

り
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
ま

し
た

。
そ

の
こ

と
に

よ
り

、
自

園
の

ス
ト

レ
ン

グ
ス

を
職

員
・

保
護

者
・

地
域

で
共

通
認

識
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
今

後
は

、
自

園
の

ス
ト

レ
ン

グ
ス

を
よ

り
一

層
高

め
、

質
の

向
上

に
取

り
組

ん
で

い
き

た
い

と
思

い
ま

す
。

今
ま

で
積

み
上

げ
て

き
た

も
の

、
ま

た
新

た
に

取
り

組
ん

で
き

た
こ

と
、

大
切

に
し

て
き

た
こ

と
を

高
く

評
価

し
て

下
さ

っ
て

い
る

事
は

大
変

う
れ

し
く

、
自

信
に

な
り

ま
し

た
。

今
後

も
、

更
な

る
質

の
向

上
を

図
り

た
い

と
思

い
ま

す
。

又
、

ご
指

摘
を

受
け

た
中

で
も

自
立

支
援

に
基

づ
い

た
ケ

ア
、

地
域

社
会

へ
の

貢
献

事
業

、
働

き
や

す
く

、
や

り
が

い
の

持
て

る
職

場
環

境
の

整
備

等
に

つ
き

ま
し

て
は

今
後

の
重

要
な

取
り

組
み

課
題

で
も

あ
り

ま
す

の
で

強
化

、
推

進
を

図
っ

て
ま

い
り

ま
す

。
沢

山
の

気
付

き
を

頂
き

ま
し

た
こ

と
に

感
謝

し
、

今
後

も
全

職
員

で
サ

ー
ビ

ス
の

質
の

向
上

に
向

け
た

取
り

み
を

行
い

、
法

人
の

ビ
ジ

ョ
ン

で
あ

る
“ご

利
用

者
の

皆
さ

ん
、

地
域

住
民

の
皆

さ
ん

、
そ

し
て

職
員

が
共

に
笑

顔
に

な
れ

る
”事

業
所

を
目

指
し

精
進

し
て

ま
い

り
ま

す
。
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各
グ

ル
ー

プ
ホ

ー
ム

も
高

齢
化

、
多

様
な

サ
ー

ビ
ス

を
必

要
と

す
る

利
用

者
が

増
え

て
お

ら
れ

ま
す

。
限

ら
れ

た
職

員
で

の
対

応
の

中
、

様
々

な
ニ

ー
ズ

へ
の

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
が

難
し

い
と

感
じ

る
場

面
も

あ
り

ま
す

。
今

回
第

三
者

評
価

を
受

け
、

評
価

し
て

頂
き

、
良

い
点

は
伸

ば
し

、
至

ら
ぬ

点
は

改
善

し
、

職
員

一
同

、
家

族
様

、
関

係
機

関
と

連
携

を
取

り
な

が
ら

、
今

後
の

サ
ー

ビ
ス

向
上

に
向

け
て

取
り

組
ん

で
い

き
た

い
と

思
い

ま
す

。

当
施

設
は

32
 周

年
を

迎
え

、
利

用
者

様
の

多
種

多
様

な
ニ

ー
ズ

に
答

え
ら

れ
る

よ
う

成
⾧

し
て

き
ま

し
た

。
昨

今
高

齢
や

こ
だ

わ
り

の
強

い
若

い
利

用
者

様
が

増
え

、
職

員
一

人
ひ

と
り

に
様

々
な

知
識

や
技

術
が

必
要

と
な

り
、

よ
り

良
い

日
中

活
動

を
支

援
す

る
に

は
ど

う
し

た
ら

よ
い

か
悩

ん
で

い
ま

し
た

。
今

回
第

三
者

評
価

を
受

け
て

出
来

て
い

る
点

、
不

十
分

な
点

を
改

め
て

認
識

す
る

こ
と

が
出

来
、

支
援

を
見

直
す

良
い

き
か

っ
け

に
な

り
ま

し
た

。
こ

の
結

果
を

受
け

、
職

員
一

丸
と

な
り

、
再

度
支

援
を

一
か

ら
見

直
し

利
用

者
様

に
よ

り
良

い
サ

ー
ビ

ス
が

提
供

出
来

、
地

域
に

愛
さ

れ
る

施
設

を
目

指
し

た
い

と
思

い
ま

す
。
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受
審

い
た

だ
い

た
施

設
・

事
業

所
に

は
ス

テ
ッ

カ
ー

を
配

布
し

て
い

ま
す

16

令
和

○
○

年
度
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平
成

３
０

年
度

か
ら

、
高

齢
者

福
祉

分
野

及
び

障
が

い
福

祉
分

野
に

つ
い

て
留

意
事

項
通

知
が

発
出

さ
れ

、
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

利
用

者
へ

の
重

要
事

項
の

説
明

項
目

に
、

「
第

三
者

評
価

の
実

施
状

況
（

実
施

の
有

無
、

実
施

年
月

日
、

実
施

評
価

機
関

、
評

価
結

果
の

開
示

状
況

）
」

が
追

加
さ

れ
て

い
ま

す
。

な
お

、
こ

の
項

目
に

つ
い

て
は

、
第

三
者

評
価

を
受

審
し

て
い

な
い

場
合

で
も

「
実

施
無

」
と

記
載

し
て

い
た

だ
く

必
要

が
あ

り
ま

す
。
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